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北九州市公告第３９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和７年１月２１日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市小倉南区下貫二丁目３３３

３番１、３３３３番３から３３３３

番６まで、３３３４番２から３３３

４番４まで、３３３４番８、３３４

１番１、３３４３番１、３３４３番 

２及び３３４４番２から３３４４番

５まで 

北九州市門司区大字今津１１３番

地の 1    

有限会社大村興産     

代表取締役 大村忠彦    
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北九州市公告第４０号 
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）

附則第５条第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、次のとおり

公告する。 
令和７年１月２１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 
（掲示により別紙省略） 
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北九州市選挙管理委員会告示第２号 

 令和７年１月２６日執行予定の北九州市議会議員一般選挙に用いる仮投票用

封筒、不在者投票用外封筒、郵便等による不在者投票用外封筒及び特定国外派

遣隊員の不在者投票用封筒に押すべき印は、北九州市選挙管理委員会の印とし

、刷込みとする。 

  令和７年１月１６日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 新 上 健 一 
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北九州市選挙管理委員会告示第３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  令和７年１月１６日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 新 上 健 一 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万５，４０２人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第１項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教育長又は委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の４０万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

  １９万５，０１７人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区   ２万６，１０４人 

  小倉北区 ４万９，９２６人 

  小倉南区 ５万７，１２４人 

  若松区  ２万１，９２５人 

  八幡東区 １万７，７００人 

  八幡西区 ６万８，４１６人 

  戸畑区  １万５，５０７人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項

（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置
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協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １２万８，３５０人 
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